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江田島市教育委員会会議録 

 

令和２年１月 20 日（月）令和２年第１回教育委員会会議定例会を江田島市立鹿川小学校会

議室において開催しました。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項 

  開会   午前     ９時 30分 

  閉会   午前      10時 01分 

 

２ 出 席 者 （５名） 

教 育 長            小野藤   訓 

教育長職務代理者         三 島 雅 司 

委   員            樋 上 美由紀 

委   員            柳 川 政 憲 

委   員            泊 野 仁 美 

 

３ 出席説明員 

  教 育 次 長           小 栗   賢 

  学校教育課長           山 近   宏 

  生涯学習課長           松 岡 弘 倫 

  学校給食共同調理場総括場長      福 岡   洋   

大柿自然環境体験学習交流館長   西 原 直 久 

 

４ 事務局 

  学校教育課 

    総務係長   濵岡 晶子 

 

５ 傍 聴 人   

  な し 

 

６ 議事日程 

（１）教育長報告 

（２）会議録署名委員の指名 

（３）議案第１号 江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一部を改正す 

る規則案について 

（４）報告第１号  令和元年第４回江田島市議会定例会報告（教育委員会関係分）について  

（５）承認第１号 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免について 
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（６）その他 

 

７ 議事の大要 

  ○ 教育長 

    ただ今から，第１回江田島市教育委員会会議定例会を開会します。 

ただ今の出席者は５名です。定足数に達しておりますので，これから本日の会議を開

きます。 

本日の議事日程は，あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

 

○ 教育長 

それでは，審議に入る前に，21ページの承認第１号については，人事に関する案件で 

  ですので，審議は非公開が適当ではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

                              （全員異議なし） 

 

○ 教育長 

それでは，お諮りいたします。 

承認第１号「教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免について」

は，公開しないことに賛成の方の挙手をお願いします。 

                  （全員挙手） 

 

○ 教育長 

挙手全員と認めます。 

従いまして，承認第１号「教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の

任免について」は，公開しないで審議することに決定いたしました。 

 

  ○ 教育長 

    日程第１，「教育長報告」を行います。 

それでは，議案書，２ページをお開きください。 

「教育長報告」を行います。 

                             （省 略） 

   以上で，教育長報告を終わります。 

  

○  教育長 

日程第２，「会議録署名委員の指名」は，会議規則第 15条第２項の規定により，あら 

かじめ署名委員の順番を決めていますので，今回は，三島委員にお願い致します。 
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○ 教育長 

日程第３，議案第１号「江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則の一 

部を改正する規則案について」を議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

                                                                                   

○ 教育次長 

ただ今，上程されました議案第１号「江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例 

施行規則の一部を改正する規則案について」でございます。 

議案書，３ページをお開きください。 

提案理由でございます。 

学校給食費について，多様な方法での納付を可能とするため，現行規則の一部を改正

する必要がございますので，江田島市教育長に対する事務委任規則，第２条第２号の規

定によりまして，委員会の議決を求めるものでございます。 

これまでは，「この規則に定めるもののほか，必要な事項は，教育委員会が別に定める」

としていました。この曖昧だった部分をはっきりとさせたり，現行とそぐわなかった部

分について，改正を行うものです。 

４ページに改正条文を，５ページに参考資料１として新旧対照表を，６ページに参考

資料２として，給食費の徴収要綱を添付しております。 

５ページをお願いします。参考資料１で，説明いたします。 

第３条第２項に第３号の「教育委員会が必要と認める者」を追加します。これにより，

江能分級や保護者などに給食を実施することが出来ることを明確にするものです。 

続いて，同条第３項に次の各号を追加します。 

これまでの条文では，「市の指定金融機関，これは広島銀行ですが，指定金融機関を経

由して納入する。」としか記載されていませんでした。そこで，１号で納入通知書での支

払いについてを，２号で口座引き落としについてを，３号でその他の方法についてを記

載しております。その他の方法とはコンビニ収納の事ですが，今回の給食費では，適用

はしません。しかしながら，いつでも実施できるように，また，他課との整合性を図る

ために追加するものです。 

以上，３つの条文を追加します。 

また，６ページには，第 10回教育委員会議で報告した，給食費の見直しについての要

綱を整理しましたので，参考として添付しております。 

４ページに附則として，「この規則は，令和２年４月１日から施行する。」としており

ます。 

以上で，説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○ 教育長 

説明が終わりました。ご質疑はございませんか。 
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○ 三島委員 

コンビニ収納について，すぐできる状況ではないのですか。 

 

○ 総括場長 

申請から承認までの手続きが煩雑で，市としてもすぐに対応することが難しく，コン

ビニ収納の手数料も高いことから，コンビニ収納をすぐにできる状況ではございません。 

 

○ 樋上委員 

滞納はあるのですか。 

 

○ 総括場長 

滞納はあります。金融機関に口座を持っていても，残高がなく引落不能の場合があり

ます。 

 

○ 樋上委員 

補助を受けている人について，先に給食費を引いておくなどの対応を行っているので 

すか。また，徴収については，市の職員が訪問をしているのですか。 

滞納をなくす方法を考えないといけないと思います。 

 

○ 総括場長 

保護者本人の了承を得た上で，給食費分を保護者へ振り込まず，納付書で支払いを行 

ってもらうなどはありますが，基本的には保護者自身に支払手続きを行ってもらってい

ます。 

    徴収については，市の職員が自宅を訪問したり，学校等へも協力をお願いしておりま

す。 

今後も，滞納を減らせるように努めて参りますので，よろしくお願いします。 

 

○ 教育長 

他にございまませんか。それではこれで，本件の審議を終わります。 

採決に移ります。議案第１号「江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規 

則の一部を改正する規則案について」は，原案のとおり決定することに，ご異議ござい

ませんか。 

（全員異議なし） 

 

○ 教育長 

全員異議なしと認めます。 
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よって本案は，原案のとおり可決されました。 

                          

○ 教育長 

日程第４，報告第１号「令和元年第４回江田島市議会定例会報告（教育委員会関係分） 

について」を議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

○ 教育次長 

ただ今，上程されました報告第１号「令和元年第４回江田島市議会定例会報告（教育 

委員会関係分）について」でございます。 

議案書の，７ページをお開きください。 

提案理由でございます。 

令和元年第４回江田島市議会定例会において，教育委員会関係の質問等が別紙のとお

りありましたので，江田島市教育長に対する事務委任規則第４条の規定によりまして，

委員会に報告するものです。 

８ページをお願いします。 

令和元年 12月 10日火曜日から 17日火曜日までを会期として，令和元年第４回江田島

市議会定例会が開催されました。その内，教育委員会関係分の報告を致します。 

10ページが１日目，11ページ・12ページが２日目，13ページが最終，３日目の日程

でございます。８ページにお戻りください。教育委員会関係分を抜粋した日程を記載し

ております。 

１日目，12月 10日火曜日，諸般の報告や６名の議員による一般質問が行われました。

初日の一般質問で，教育委員会関係分としては，胡子議員から質問がありました。 

14ページから 16ページに今回の一般質問全員分を，17ページに胡子議員の一般質問

を記載してありますので，17ページをお願いします。 

（１）質問者 胡子雅信議員 質問事項 子ども議会再開と及び（仮称）少年議会の検

討について，質問内容と教育長答弁を読み上げさせて頂きます。 

  ・・・・【読み上げ】・・・・ 

    18 ページ中段から 19 ページに，再質問とその答弁の要旨を載せておりますので，ま

た見ておいてください。 

８ページにお戻りください。 

２日目，12 月 11 日水曜日，この日は，初めに２名の議員により，一般質問が行われ

ました。 

教育委員会関係分の質問は，ございませんでした。 

11ページをお願いします。 

その後，報告や同意案件があり，12ページをお願いします。 

日程第 18，議案第 91 号で補正予算案の審議が行われました。その内容ですが，教育
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委員会関係分として，20ページをお願いします。 

今回の補正予算は，令和２年度で予算措置を予定している事業についての債務負担行

為の限度額について，でございます。 

これにつきましては，先月の第 13回教育委員会会議で承認されたものです。説明は，

省略させて頂きます。 

９ページ及び 13ページをご覧ください。 

３日目の日程で，条例改正案などの審議をし，閉会しました。 

以上で，第４回江田島市議会定例会の報告を終わります。 

 

  ○ 教育長   

以上で，報告第１号「令和元年第４回江田島市議会定例会報告（教育委員会関係分） 

について」を終わります。 

 

○ 教育長 

日程第５，承認第１号「教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任

免について」を議題とします。 

（非公開） 

                                                          

○ 教育長 

以上で，本日の会議に付された審議事項は，すべて終了いたしました。 

    

 

  次の教育委員会会議は令和２年２月 18日（火）午前９時 30分から江田島市教育委員会会

議室で開催します。 

以上で閉会します。 

 

 

    江田島市教育委員会会議規則の規定により，ここに署名する。 

  

 

      江田島市教育長 

 

 

      署 名 委 員 


